
（博士後期課程の修了要件となる単位数） 

第５条 博士後期課程の社会生活環境学専攻，複合現象科学専攻は，次の表に定める各単

位を含め 14 単位以上を修得しなければならない。 

授業科目群 社会生活環境学専攻 

専門基礎群 

専門応用群 
８単位以上 

研究マネジメント群 １単位以上 

キャリア形成群 １単位以上 

論文作成 ２単位 

授業科目群 複合現象科学専攻 

専門コア群 6 単位以上 

専門横断群 2 単位以上 

キャリア形成群 2 単位以上 

論文作成 2 単位 

２ 前項に定める専攻以外の専攻は，専攻ごとに定めた専門科目について 12 単位以上を修

得しなければならない。 

３ 前各項に関する取扱いは，別に定める。 
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